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令和８年度
償却資産（固定資産税）申告の手引き

三 田 市

申告書提出期限

令和８年２月２日（月）
※法定申告期限は毎年１月３１日です（期限の末日が休日に当たる

場合は翌開庁日が提出期限になります）。【地方税法第２０条の５】 

※期限間近は混雑しますので、１月１６日（金）までに提出してい

ただくか、郵送又は電子申告による提出をご利用ください。 

☆　郵送で提出される場合で、控えの返送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒（控
返送用）を同封し、申告書、明細書を全てお送りください（最終ページの「あて名ラベル」
をご利用いただくと便利です。）。
☆　市ホームページの申請様式提供サービスから申告書の様式をダウンロードできます。
☆　申告書ご提出の前には、２０ページも併せてご利用ください。

　市税につきましては、平素より格別のご理解とご協力をいただき、厚くお礼申しあげます。
　さて、固定資産税は土地、家屋のほかに、事業者（法人・個人）に対しては、構築物や機械
装置・器具備品などの資産（償却資産）にも課税されます。三田市内で償却資産をお持ちの方は、
地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日現在に所有している償却資産を市へ申告して
いただくことになっています。つきましては、この手引きを参照し期限内に申告書を提出して
ください。
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１．償却資産とは

　償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額
又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算
入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの（こ
れに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されているものを含みます。）をいい
ます。【地方税法第３４１条第４号】

第 1部　償却資産とは

２．納税義務者

　令和８年１月１日（賦課期日）における償却資産の所有者です。

★主な償却資産の例

資　産　種　類 主な償却資産の例

1
構
築
物

構 　築 　物

・舗装路面、門・塀等の外構工事、植栽、看板（広告塔）、屋外給排
水設備　等

・基礎のない簡易物置・ビニールハウス、畜舎・堆肥舎、自転車置場
等で固定資産税の家屋対象外の建物　等

建物附属設備 ・建築設備のうち償却資産になるもの（４ページ参照）
・貸しビル等の入居者が取り付けた建築設備・内装　等

2 機 械 及 び 装 置 加工機械、製造機械、土木建設機械、機械式駐車場設備　等

3 船 舶 ボート、釣り船　等

4 航 空 機 ヘリコプター、飛行機　等

5 車 両 及 び 運 搬 具
大型特殊自動車（ナンバープレートの分類番号が「０、００～０９、
０００～０９９」、「９、９０～９９、９００～９９９」の車両）、台車、
その他運搬具の中で自動車税・軽自動車税の対象外のもの

6 工具・器具及び備品
測定・検査工具、治具、金型、パソコン等OA機器、陳列棚、医療機器、
美容機器、看板（ネオンサイン）、ルームエアコン、応接セット、事務机、
厨房用品、遊戯器具、自動販売機　等

　令和８年１月１日現在において、その事業の用に供することができる資産（他人に貸与している資
産も含みます。）で、税務会計上減価償却が認められるものであって、国税に申告しているものです。
　なお、次に掲げる資産も申告対象になります。
１．償却済資産（減価償却が終わり、残存価額のみ帳簿に計上されている資産）
２．遊休資産・未稼働資産であっても維持補修が行われている資産
３．福利厚生の用に供するもの（食堂施設・医療施設・寄宿舎等）
４．建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産で賦課期日（１月１日）現在、事業の用
に供することができる資産

３．申告が必要な資産
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★「事業の用に供する」とは？

◎ ｢事業｣ とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、営利又は収
益を得ることを必要としません。したがって、公益法人（財団、社団）等の行う活動も事業に
該当します。

◎「事業の用に供する」とは、事業を行ううえで使用（利用）することをいいます。したがって、家
庭専用として使用されている資産や商品として陳列されている資産は償却資産には該当しません。
しかし、同じ資産を事業用にも家庭用にも使用している場合には、たとえ事業用に使用する割合
が家庭用に使用される割合よりも小さい場合でも、その資産全体が償却資産になります。

◎所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に
貸し付ける場合も含みます。

◎直接的に事業に用いていない従業員の福利厚生施設（社宅等）の器具備品、構築物等も償却資
産として申告対象になります。

５．取得価額が３０万円未満の資産で、中小企業者等の少額資産の取得価額の損金算入の特
例（租税特別措置法第６７条の５等）を適用したもの
６．借用資産（リース資産）であっても契約内容が割賦販売と同様である資産

★少額資産等の取り扱いについて
　地方税法第３４１条第４号及び地方税法施行令第４９条の規定により、下記①～③に記載
する資産については、固定資産税（償却資産）の申告対象から除かれます。
① 取得価額１０万円未満の資産のうち一時に損金参入したもの
② 取得価額２０万円未満の資産のうち３年間で一括償却したもの
③ 地方税法施行令第４９条ただし書きによる、法人税法第６４条の２第１項または所得税法
第６７条の２第１項に規定するリース資産のうち、取得価額が２０万円未満のもの

　ただし、下記④、⑤に記載する資産（③に該当するものを除く。）は、固定資産税（償却資産）
の申告対象になりますのでご注意ください。 
④ 租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産
⑤ 少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

１０万円未満 １０万円以上
２０万円未満

２０万円以上
３０万円未満 ３０万円以上

① 一時損金参入（※１） 申告対象外

② ３年一括償却（※２） 申告対象外

③ リース資産
（ファイナンス・リース） 申告対象外 申告対象

④ 中小企業者等の少額資産
特例（※３） 申告対象

⑤ 個別減価償却（※４） 申告対象

償却方法
取得価額

(※１)法人税法施行令第１３３条又は所得税法施行令第１３８条
(※２)法人税法施行令第１３３条の２第１項又は所得税法施行令第１３９条第１項 
( ※３) 中小企業者の少額資産特例を適用できるのは、平成１８年４月１日から令和８年３月３１日までに取得した資

産です（租税特別措置法第２８条の２、第６７条の５）。 
( ※４) 個人の方については、平成１０年４月１日以降開始の事業年度に取得した１０万円未満の資産は全て必要経費

になるため、個別に減価償却することはありません。
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★償却資産と家屋（建物附属設備）の区分 
　家屋の所有者が所有する資産であっても、特定の生産又は業務の用に供されるもの、家屋か
ら独立した機械・装置として使用されているもの、構造上家屋と一体でないもの、サービス設
備としての性格が強いものは償却資産になりますので、申告が必要です。

設備の種類 償却資産とするもの 家屋に含めるもの

発変電設備 自家用発電設備・受変電設備

動力配線配管設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外のもの

電灯照明設備 ネオンサイン、投光器、スポットライ
ト、家屋と分離している屋外照明設備

屋内照明設備、分電盤及び分電盤か
ら内側の配線・配管

電話設備 電話機、交換機等の装置・器具類
配線・配管

電気時計設備 時計、配電盤等の装置・器具類

消火装置 消火栓設備のホース・ノズル、消火器 消火栓設備、スプリンクラー

中央監視装置 中央監視装置
避雷設備、換気設備、
衛生設備 設備一式

し尿浄化槽設備 右記以外の設備 家屋と一体となっている設備

ガス設備、給排水設備 特定の生産又は業務用設備、屋外設備 左記以外の設備

冷暖房設備 ルームエアコン（取り外しが可能なもの） 家屋と一体となっている設備

厨房設備、洗濯設備 顧客の求めに応じる（百貨店、旅館、
飲食店、病院等）サービス設備 サービス設備以外の設備

運搬設備 工場用ベルトコンベアー、垂直型連続
運搬装置

エレベーター、小荷物専用昇降機、
エスカレーター設備

間仕切 つい立て程度のもの 容易に取り外せないもの

太陽光発電設備 右記以外の設備 屋根材としているもの

※　一般的な区分の例示であり、必ずしもこの例示によらない場合もあります。
※　「家屋に含めるもの」については、「家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となってい
ること」に特に留意する必要があります。
※　家屋と設備等の所有者が異なる場合は、表中の「家屋に含めるもの」は全て設備所有者
の償却資産として取り扱われます。

★賃借人（テナント）が取り付けた内装等について

※家屋所有者以外の方（テナント）が、自ら費用を負担して内装・模様替工事、建物
附属設備等の取付工事を行ったときは償却資産 ( 特定附帯設備 ) に該当しますので、
必ず申告してください。（地方税法第３４３条第１０項、三田市市税条例第５４条第８項）

★リース資産の取り扱いについて 
　リース資産は原則として資産の所有者であるリース会社が申告することになります。ただし、
譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売（リース期間終了後に譲渡されることになってい
る場合等）と同様である場合、買主が申告をする必要がありますので、契約内容をご確認くだ
さい。
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４．申告の必要がない資産

次に掲げる資産は、償却資産の課税対象ではないため、申告の必要はありません。
１．土地、家屋として固定資産税が課税されるもの
２．自動車税、軽自動車税の対象になる車両等

※上記の自動車等から取り外された場合、単独では使用できなくなるもの（カーナビゲーショ
ン、車載無線機 等）は、申告の必要はありません。

３．無形減価償却資産（ソフトウェア、営業権、特許権、水道施設利用権　等）
４．棚卸資産（商品、貯蔵品等）
５．繰延資産
６．少額資産（詳しくは３ページの「少額資産等の取り扱いについて」をご参照ください）

①　使用可能期間が１年未満又は取得価額が１０万円未満の資産のうち、一時に損金算入したもの
②　取得価額が２０万円未満の資産のうち３年間で一括償却したもの
③　法人税法第６４条の２第１項、所得税法第６７条の２第１項に規定するリース資産で取得

価額が２０万円未満のもの（平成２０年４月１日以降の契約分に限ります）

項　目 固定資産税の取り扱い（償却資産） 国税の取り扱い（所得税・法人税）

償却計算の期間 暦年（賦課期日１月１日現在） 事業年度

減価（償却）の方法
定率法のみ
※減価率は法人税の「旧定率法」で
使用する償却率と同じ

定額法か定率法の選択制（建物並びに
平成２８年４月１日以後に取得する建
物附属設備及び構築物は定額のみ）

前年中の新規取得資産 半年償却（１／２） 月割償却

圧縮記帳の制度 ×（認められません） ○（認められます）
特別償却、割増償却
（租税特別措置法） ×（認められません） ○（認められます）

増加償却（所得税・法人税）
○（認められます）
※税務署長への届出書の写しが必要

○（認められます）

評価額の最低限度 取得価額の５／１００ 備忘価格（１円）まで

改良費（資本的支出）
区分評価（改良を加えられた資産と
改良費を分けて評価）

（平成 19年４月１日以降取得）
原則区分評価（合算評価の特例あり）
（平成 19年３月 31日以前取得）
合算評価

少額の減価償却資産（使用可
能期間が 1年未満又は取得価
額が 10万円未満）

損金算入したものは課税対象になら
ない（本来の耐用年数を用いて減価
償却した場合は課税対象）

損金算入可能（法人税法施行令 133、
所得税法施行令 138）

一括償却資産（取得価額が
20万円未満の減価償却資産）

損金算入したものは課税対象になら
ない（本来の耐用年数を用いて減価
償却した場合は課税対象） 

３年間で損金算入可能（法人税法
施行令 133 の 2、所得税法施行令
139）

青色申告書を提出する中小企
業者等が租税特別措置法を適
用して取得した 30 万円未満
の減価償却資産

課税対象になる
損金算入可能（租税特別措置法 28
の 2、67の 5）

５．国税（所得税・法人税）との取り扱いの違い
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６．業種別の主な償却資産と耐用年数

業　種 主な償却資産　〈　〉内は耐用年数

共 通

○構築物
門・塀（金属造〈10〉、コンクリート造〈15〉、石造〈35〉）、アスファルト舗装〈10〉、
コンクリート舗装〈15〉、緑化施設及び庭園〈20〉、簡易間仕切り〈3〉、野立看板（金
属造〈20〉、その他のもの〈10〉）
○建物附属設備 
受変電設備（キュービクル）〈15〉、中央監視設備〈18〉、屋外給排水・ガス設備〈15〉、
屋外照明電気設備〈15〉、そで看板（主として金属造〈18〉、その他のもの〈10〉）
○機械・装置
機械式駐車場設備（ターンテーブル等）〈10〉、太陽光発電システム〈17〉
○工具、器具、備品 
測定・検査工具等〈5〉、治具〈3〉、金型〈2〉、パーソナルコンピューター（サーバー用
のものを除く）〈4〉、パソコン（その他のもの）〈5〉、コピー機〈5〉、ルームエアコン〈6〉、
プリンター〈5〉、シュレッダー〈5〉、応接セット接客業用〈5〉、カウンター〈3〉、テ
レビ〈5〉、電話・通信設備〈6〉、金庫（手さげ金庫〈5〉、その他のもの〈20〉）、立て
看板・ネオンサイン〈3〉 

事 務 所 机・椅子（主として金属製のもの）〈15〉、机・椅子（主として非金属製のもの）〈8〉、ロッ
カー（金属製のもの）〈15〉、タイムレコーダー〈5〉 

小 売 業 陳列棚・ケース〈8〉（冷凍機又は冷蔵機付〈6〉）、冷蔵庫〈6〉、簡易間仕切〈3〉、日よけ（主
として金属製のもの）〈15〉、レジスター〈5〉、自動販売機〈5〉 

喫茶・飲食店 室内装飾品（金属製〈15〉、その他のもの〈8〉）、厨房設備〈8〉、厨房用品（陶磁器製又
はガラス製〈2〉、その他のもの〈5〉）、冷蔵庫〈6〉、放送設備〈6〉、カラオケ機器〈5〉 

建 設 業 パワーショベル・ブルドーザー・ロードローラー〈8〉、フォークリフト〈4〉（軽自動車税
の対象になっているものを除く） 

理容・美容業 理容・美容椅子〈5〉、洗面設備〈5〉、タオル蒸器〈5〉 

クリーニング業 洗濯機〈13〉、脱水機〈13〉、乾燥機〈13〉、プレス機〈13〉

病院・診療所 手術機器〈5〉、消毒殺菌用機器〈4〉、歯科診療用ユニット〈7〉、レントゲン機器（移動式〈4〉、
その他のもの〈6〉）、調剤機器〈6〉、ファイバースコープ〈6〉 

ガ ソ リ ン
ス タ ン ド

ガソリンアナライザー〈5〉、洗車機〈8〉、ガソリン計量機〈8〉、オートリフト圧縮機〈8〉、
空気圧調整器〈8〉、貯油そう〈8〉、建物から独立しているキャノピー（金属製のもの）〈45〉

駐 車 場 業 アスファルト舗装〈10〉、コンクリート舗装〈15〉、ターンテーブル〈10〉、パーキング装
置・発券機〈5〉

不動産賃貸業 貸付不動産の門・塀〈10～ 35〉、緑化施設〈20〉、街路灯〈10〉、ルームエアコン〈6〉、
駐輪場（簡易建物）〈7～ 10〉

パ チ ン コ 店 パチンコ台〈2〉、パチスロ台〈3〉、両替機〈5〉、玉替機〈5〉、台取付工事〈5〉、自動玉洗浄・
玉補給装置〈10〉 　

〈　〉内の数字は、その業種における主な償却資産の耐用年数です。
その他の償却資産の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０年大蔵省令第
１５号）をご参照ください。

★平成２０年度の税制改正により、機械及び装置を中心に、減価償却資産の耐用年数が大
幅に変更されました。改正後の耐用年数は、平成２１年度課税分から適用になります。
資産の取得時にさかのぼって改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありませ
ん。
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７．不動産を賃貸されている方へ

賃貸住宅・テナン
トビル（家屋は別
途課税されます）

コンクリート・ブロック塀、フェンス、門・アーチ、側溝、溝蓋、舗装路面、緑化施設（庭
園･植栽･花壇）、屋外給排水設備、屋外照明設備（外灯等）、屋外受水槽、中央監視制
御装置、受変電設備、自転車置場、ごみ置場、エアコン（埋込み型でないもの）等 

貸駐車場
アスファルト・コンクリート舗装、ブロック塀、フェンス、側溝、屋根、看板、外灯、
車止め、パーキング装置、精算機、発券機、機械装置、ターンテーブル装置　等

　次に例示する事業用資産は償却資産になりますので、資産を所有する事業主が必ず申告して
ください。

８．太陽光発電設備をお持ちの方へ

設　置　者 申 告 が 必 要 に な る 場 合

法人、個人事業主 売電の有無に関わらず、事業用資産になるので、申告が必要です。

個人（住宅用）
固定価格買取制度の認定を受けて取得されたもの（住宅等太陽光発電設備）は事業
用資産になるので、申告が必要です。

　太陽光発電設備については、設置者や設置方法により、償却資産の申告が必要になる場合が
あります（家屋の屋根材として設置されているものを除きます。）。

９．大型・小型特殊自動車をお持ちの方へ

　小型特殊自動車は、償却資産の課税客体になりません（軽自動車税の対象になりますので、
別途登録が必要となります。）。大型特殊自動車については償却資産の申告が必要です。下記の
表をご参照ください。 

長さ 幅 高さ

自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち最高
速度15km/時以下のもの

小型特殊
自動車

非該当

自動車の大きさが右欄に
該当するもののうち最高
速度15km/時を超えるも
の

上記以外のもの

最高速度35㎞/時未満の
もの

小型特殊
自動車

非該当

最高速度35㎞/時以上の
もの

大型特殊
自動車 該当

大型特殊
自動車 該当

（注）上表イに該当する自動車の場合は、最高速度15㎞/時以下、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の4つの条件を1つでも超えると
  大型特殊自動車になり償却資産に該当します。
   上表ロに該当する自動車の場合は、大きさは問わず最高速度が35km/時以上であれば大型特殊自動車になり償却資産に該当します。

ー ー

4.70m
以 下

1.70m
以 下

2.80m
以 下

大型特殊
自動車

自動車の構造及び原動機
自動車の大きさ 自動車の

種 別
償却資産

ポール・トレーラー及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

ロ
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱
穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定
する農耕作業用自動車

ー

該当

イ

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロー
ド・ローラ、グレーダ、ロード・スタビラ
イザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、
アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・
ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホ
イール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、
フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホ
イール・クレーン、ストラドル・キャリ
ヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車
の車台が屈折して操向する構造の自動車、
国土交通大臣の指定する構造のカタピラを
有する自動車及び国土交通大臣の指定する
特殊な構造を有する自動車
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Ｑ３．赤字のため減価償却を行っていない資産でも、償却資産の申告対象になりますか？

Ａ．申告対象になります。
たとえ現実に減価償却を行っていない資産であっても、税務会計上国税（所得税・

法人税）で申告している資産であれば申告の対象になります。

Ｑ４．社員の福利厚生のために建設した独身寮や食堂施設等の設備・備品等も償却資産の
申告対象になりますか？

Ａ．申告対象になります。
企業がその従業員の利用に供するために設置した福利厚生施設等に係る資産も、

間接的であるとはいえ、企業としてその事業の用に供するものであると認められる
ので、償却資産となり申告の対象になります。

Ｑ５．給与所得者ですが、固定価格買取制度の設備認定を受けて自宅の屋根の上に太陽光
パネルを設置し、電力会社と電力買取契約を締結しています。償却資産の申告対
象になりますか？

Ａ．固定価格買取制度の認定を受けている場合は、申告対象になります。ただし、家屋
の屋根材一体型のものを除きます。

 　太陽光パネルは売電を目的として使用されるものであり、固定価格買取制度によ
り継続的な売電行為が保証されています。よって、この設備は事業（一定の行為の
ために一定の行為を継続・反復して行う）の用に供する資産であり、固定資産税の
償却資産の課税対象になりますので、申告が必要です。

　　　なお、申告書用紙が送られてきた方で家屋の屋根材一体型の太陽光パネルをお持ち
の方は、償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18  備考」欄の「ウ．該当資産なし」
に○印を付し、余白に「屋根材一体型のもの」である旨を記入して提出してください。

10．償却資産に関するよくある質問    

Ｑ１．耐用年数を経過して、減価償却済みになった資産も申告が必要ですか？

Ａ．必要です。
 　所得税や法人税で減価償却済み（帳簿上で備忘価額１円のみ計上されている資産）
になっても、事業のために使用している限り固定資産税（償却資産）の申告は必要で
す。なお、償却資産評価額の最低限度は取得価額の５％で、それより減価することは
ありません。 償却資産の評価額の計算方法は１８ページをご確認ください。

Ｑ２．駐車場・賃貸住宅を経営しています。土地・家屋で固定資産税が課税されています
が、償却資産の申告も必要ですか？ 

Ａ．必要です。
駐車場の舗装路面やフェンス、賃貸住宅の外構工事（舗装路面・門・フェンス等）、

植栽、外灯等は事業の用に供する資産になるため、償却資産の申告対象になります。
なお、土地及び家屋で評価されていない部分になっています。 
申告の必要な償却資産は７ページの「７．不動産を賃貸されている方へ」をご参

照ください。
「建物一式」等で国税（所得税・法人税）に資産計上されている場合は、見積書や
工事請負契約書等から申告が必要な資産の内訳をご確認いただきご申告ください。
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１．申告が必要な方

・令和８年１月１日現在、償却資産を所有（貸与）されている事業者 (法人・個人 )
・令和７年１月２日以降に三田市内で新たに事業を開始された方
・令和７年中に事業所の廃止や解散をされた方
　※前年中に資産の増減がない方や、申告する資産がない方も、必ず申告書を提出してください。
　　償却資産に該当する資産の詳細は２～８ページをご参照ください。

第 2部　償却資産の申告

２．申告書類と提出方法

　「１．申告が必要な方」のいずれかに該当する方は、次の表の区分により○のついている書類を提
出してください。記入の仕方は１４～１７ページです。

提出する用紙

申告のパターン

種類別明細書

申　告　方　法増加・
全資産
(青色 )

減少
資産
(赤色)

資 産 の
増減がない ○ ○ ・申告書「18　備考」欄の「イ．前年度より増減なし」に○

を記入。
増 加 し た
資産がある ○ ○ ○ ・申告書「18　備考」欄の「ア．前年度より増減あり」に○を記入。

・種類別明細書（増加資産・全資産用）に増加資産を記入。
減 少 し た
資産がある ○ ○ ○ ・申告書「18　備考」欄の「ア．前年度より増減あり」に○を記入。

・種類別明細書（減少資産用）に減少資産を記入。
増加・減少
した資産が
両 方 あ る

○ ○ ○ ○
・申告書「18　備考」欄の「ア．前年度より増減あり」に○を記入。
・種類別明細書（増加資産・全資産用）に増加資産を記入。
・種類別明細書（減少資産用）に減少資産を記入。

廃 業 又 は
市 内 事 業
所 を 撤 去

○ ○ ・申告書「18　備考」欄の［異動事項］に異動年月を記入し、
　「1. 廃業」又は「2. 市内事業所の撤去」に○を記入。

申 告 す る
資産がある ○ ○ ○

・申告書「18　備考」欄の「ア．前年度より増減あり」に○を記入。
・種類別明細書（増加資産・全資産用）に、三田市内に所在 
　する全ての資産を記入。

申 告 す る
資産がない ○ ○ ・申告書「18　備考」欄の「ウ . 該当資産なし」に○を記入。

※事業用資産が自己所有でない場合、申告書「16　借用資産」に貸主の名称等を記入してください。
※特例該当資産や非課税該当資産がある場合は、届出書や関係する添付書類も提出してください。
※法人番号を記載した申告書を提出していただく場合は、本人確認資料の提示・添付は不要です。

提　出　書　類 注　意　点

償却資産申告書 本市から送付した申告用紙を使用しない場合は、全国的に統一され
た様式により申告してください。

種類別明細書（全資産） 全国的に統一された様式により申告してください。
なお、価額（決定価格）、課税標準額等についても必ず記入してください。

その他
課税標準の特例の適用がある場合、特例資産の一覧表を作成して添付し
てください。また、税制改正等により耐用年数を変更された資産がある
場合は、耐用年数を変更したことがわかるように記入してください。

★電算申告される方へ
　電算処理により評価額を算出申告される方は、増加・減少した資産のみの申告ではなく、三田市内
で所有するすべての償却資産を申告してください。
　電算申告をされた場合、資産の種類別明細書は登録せずに償却資産申告書の数値のみを登録する場
合がありますので、あらかじめご了承ください。

号
番
人
個

類
書
認
確

書
告
申

の
産
資
却
償
に
で
ま
度
年
前

方
る
あ
が
と
こ
た
し
を
告
申

告
申
て
め
初

方
る
す
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★個人番号・法人番号の記入について
　平成２８年度より、償却資産申告書に個人番号・法人番号の記入欄が設けられました。これにより、
個人番号を記入した申告書を提出していただく際、番号法に定める本人確認（番号確認、身元確認及
び代理権確認）が必要になります。申告の際は、以下の本人確認資料をお持ちください。また、郵送
の場合は、本人確認資料の写しを添付してください。
　なお、法人番号を記入した申告書を提出していただく場合や、電子申告「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」
による申告の場合は、本人確認資料の提示・添付は不要です。
　個人番号・法人番号の記入欄のない旧様式の申告書をご利用される場合は、申告書右下部の備考欄
に個人番号・法人番号を記入してください。
 
（１）所有者ご本人が申告書を提出する場合

（２）代理人が申告書を提出する場合

（※）通知カードは令和 2年 5月 25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書の送付
により行われます。 

★国税資料等の閲覧について
　三田市では地方税法第３５４条の２の規定により、所得税または法人税に関する書類について閲覧
を行っています。閲覧した書類の内容と、三田市への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調
査を含め個別に確認させていただきますのでご協力お願いします。なお、調査の結果により賦課決定
を行う場合もありますのであらかじめご了承ください。

★課税標準の特例について
　一定の要件に該当する資産には税負担を軽減する課税標準の特例措置（主なものは１１ページ）が
あります。該当する資産を所有している方は、関係資料とともにご申告ください。 

★過年度への遡及について
　申告内容の修正や申告漏れ等の場合の課税については、申告された年度だけでなく、資産を取得さ
れた翌年度まで遡及することになります（地方税法の規定により最大５年度分を限度）。
　過年度分の課税が発生した場合は、一括で納付していただくことになります。

★申告されない方、又は虚偽の申告をされた方
　正当な理由なく申告をしない場合は、地方税法第３８６条の規定により過料を科されることになる
ほか、同法３６８条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収する場合があります。期限までに必
ず申告してください。
　また、虚偽の申告をすると、地方税法第３８５条の規定により罰金等を科されることがあります。
 

番号確認資料
マイナンバーカード（個人番号カード）、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、
個人番号通知書（※）

身元確認資料
① マイナンバーカード（個人番号カード）、運転免許証、旅券（①が困難な場合は②でも可） 
②住所・氏名が印字された償却資産申告書、固定資産税納税通知書　等

本 人 の
番 号 確 認 資 料

本人のマイナンバーカード（個人番号カード）、本人の通知カード、本人の個人
番号が記載された住民票の写し、個人番号通知書の写し

代 理 人 の
身 元 確 認 資 料

代理人のマイナンバーカード（個人番号カード）、代理人の運転免許証、代理人
の旅券、代理人の税理士証票 等 

代理権確認資料 委任状、税務代理権限証書 等 
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【課税標準の特例（わがまち特例 ※一部抜粋）】
・税制改正により、対象資産、適用期間、範囲等が変更になることもあります。
・特例割合は、わがまち特例による特例割合を示しています（三田市市税条例付則第 10条の 2）。

対象資産 取得時期
特例割合
/適用期
間

対象範囲／関係資料の例

1/2

期限なし

4/5

期限なし

①2/3
②3/4

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であっ
て、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受け
ているもの

3年間 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通
知書の写し

①2/3
②3/4

3年間

①3/4
②1/2

3年間

①2/3
②1/2

3年間

①2/3
②1/2

3年間

6/7

3年間

1/2

５年間

1/3

期限なし

貯留槽（地下に施工）、透水性舗装、浸透ます等
※特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、都
道府県知事や市町村長等の認定を受けて整備されたもの

滞在の快適性等の向上を目的として行われる公共施設の
整備・管理

特定再生可能エネルギー発
電設備のうち、水力発電設
備
①5,000Kw以上
②5,000Kw未満

第25項
①第１号(ロ)
②第３号(ロ)

特定再生可能エネルギー発
電設備のうち、風力発電設
備
①20Kw以上
②20Kw未満

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に規定する認定発電設備であるもの

第25項
①第３号(ハ)
②第４号(イ)

特定再生可能エネルギー発電
設備のうち、バイオマス発電
設備（第２号のものを除く）
①10,000Kw以上
   20,000Kw未満
②10,000Kw未満

R6.4.1～
R8.3.31

第25項
①第１号(イ)
②第３号(イ)

　

第40項 雨水貯留浸透施設 R3.5.10～
R9.3.31

R6.4.1～
R8.3.31

第25項
①第１号(ハ)
②第４号(ロ)

第25項
①第１号(ニ)
②第４号(ハ)

特定再生可能エネルギー発
電設備のうち、地熱発電設
備
①1,000Kw未満
②1,000Kw以上

特定再生可能エネルギー発電
設備のうち、バイオマス発電
設備（木質由来又は農産物の
収穫に伴うものに限る）
10,000Kw以上
20,000Kw未満

R6.4.1～
R8.3.31

第37項 R6.4.1～
R8.3.31

第25項
第２号

2/3

5年間

防水扉、防水板、排水ポンプ、換気口浸水防止機
※水防法に基づく洪水浸水想定区域内の一定の地下街等
の所有者又は管理者が浸水防止計画に基づき取得した浸
水防水用設備

H29.4.1～
R8.3.31浸水防止用設備第28項

R6.4.1～
R8.3.31

根拠法令

第2項
第5号 下水道除害施設 R6.4.1～

R8.3.31
沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、濾過装置、中和装置等
※既存の施設又は設備に代えて設置したものは対象外

第2項
第1号 汚水又は廃液の処理施設 R6.4.1～

R8.3.31
沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過
装置等
※既存の施設又は設備に代えて設置したものは対象外

R6.4.1～
R8.3.31

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に規定する認定発電設備であるもの

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に規定する認定発電設備であるもの

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に規定する認定発電設備であるもの

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法に規定する認定発電設備であるもの

経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の
認定書」の写し

経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の
認定書」の写し

経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の
認定書」の写し

経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の
認定書」の写し

経済産業省が発行した「再生可能エネルギー発電設備の
認定書」の写し

特定再生可能エネルギー発
電設備のうち、太陽光発電
設備
①1,000Kw未満
②1,000Kw以上

R6.4.1～
R8.3.31

令和７年10月時点

一体型滞在快適性等向上
事業

地
方
税
法
附
則
第
15
条
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対象者

具工査検び及具工定測品備具器備設属附物建置装び及械機

・一台又は一基の
　取得価額が
　160万円以上の
　もの

・一の建物附属設備の取得価額が
　60万円以上のもの
＊償却資産として課税されるもの
　に限る

・一台又は一基の取得価額が
　30万円以上のもの

・一台又は一基の取得価額が
　30万円以上のもの

対象
要件

合割例特適用期間

２分の１３年間令和７年４月１日から令和９年３月３１日1.5％以上

４分の１５年間令和７年４月１日から令和９年３月３１日3.0％以上

必要
書類

留意
事項

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　ホームページでもご覧いただけます。

で検索

【その他の課税標準の特例】

特例
措置

中小事業者等が新規取得した先端設備等導入計画に基づく設備
（根拠法令：地方税法附則第15条第4 3項）

～生産性向上や賃上げの促進に資する償却資産の導入に係る固定資産税の軽減～

以下のいずれかに該当する中小事業者等で、先端設備等導入計画に係る認定を受けた者

令和７年10月時点

（◆同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、または2以上の大規模法人から3分の2以上の

　　出資を受ける法人は対象外）

① 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人

② 資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

③ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象
資産

・先端設備等導入計画の認定前に取得した設備は、特例措置を受けることができますか。

▶よくあるご質問（制度詳細や他のよくあるご質問については中小企業庁ホームページをご覧ください。）

　本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。
　計画の認定前に取得した設備は特例措置を受けることができません。

□ 先端設備等導入計画（写）
□ 先端設備等導入計画の認定申請書および当該計画の認定書（写）
□ 先端設備等導入計画に関する確認書（認定経営革新等支援機関による事前確認書）（写）
□ 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書（写）
□ (リース資産の場合のみ)リース契約見積書（写）
□ (リース資産の場合のみ)固定資産税軽減額計算書（写）
□ (更なる減額を受ける場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類（写）

先端設備等導入計画の認定は三田市産業政策課で行っております。
詳しくは三田市ホームページまたは、０７９－５５９－５０８５までお問い合わせください。

賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

設備の取得時期賃上げ方針の上昇率

・一定期間内に販売されたモデル（中古資産は対象外）
・上記の対象設備のうち年平均の投資利益率が5％以上となることが見込まれることについて、認定
　経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的達成のために必要不可欠な設備
・生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること

三田市 償却資産
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第 3部　償却資産の申告から課税までの流れ

①申告書の提出・作成
　賦課期日（１月１日）現在に三田市内で所有している資産を、その年の１月末日までに申告して
いただきます。（期限の末日が休日に当たる場合は翌開庁日が提出期限になります）。【地方税法第
２０条の５】  

②価格の決定
　市長は３月３１日までに算出した評価額を令和８年度の償却資産の価格として決定します。決定
した償却資産の価格等は課税台帳に登録され、その旨が公示されます。 

③税額の算出方法
　資産ごとに算出した評価額の合計を課税標準額といい、この課税標準額から次の計算により固定
資産税額を算出します。詳しい税額の算出方法については１８～１９ページをご参照ください。

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

　なお、償却資産の課税標準額が１５０万円（免税点）未満である年度は課税されません（申告は
必要です。）。

④審査申出・審査請求　
　課税台帳に新たに登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した
日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、三田市固定資産評価審査
委員会に対して文書で審査申出をすることができます。また、この審査申出に対する決定を経た場
合において、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取消の訴えを提起することができます。 
課税（納税通知書の内容等）に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算し
て３か月以内に、文書で三田市長に審査請求ができます。ただし、価格の審査申出事項は除きます。 

⑤課税台帳の閲覧
　償却資産課税台帳に登録された価格等は、所有者、納税管理人及び代理人等が閲覧できます。閲
覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能になります。（本人確認ので
きる免許証やマイナンバーカード等の公的書類が必要です。代理人が申請手続きを行う場合には、
委任状と代理人自身の本人確認のできる公的書類が必要です。）

⑥納期
　年税額は４回の納期（三田市では５月、７月、１２月、翌年の２月）に分けて納めていただくこ
とができます。具体的な納期は、固定資産税納税通知書等でお知らせします。 

課税標準額
（1,000 円未満切捨て） 税　率（1.4％） 固定資産税額

（100円未満切捨て）× ＝

1 月１日
（賦課期日）

1月末日
（提出期限）

3月 31日
（価格決定）

5月頃
（納税通知書の交付）

三田市役所税務課資産税係

納税

固定資産評価審査委
員会への審査の申出

償却資産課税台帳の閲覧

申告書の作成・提出

価格等の決定及び償却
資産課税台帳へ登録し
た旨の公示

納税通知書の交付

価格等
の算出
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１．償却資産申告書（償却資産課税台帳）の記入のしかた

　この申告書は、償却資産の増加・減少がない場合や、償却資産を所有していない場合も必ず提出し
てください。
　前年までの申告内容を反映した『償却資産申告書（償却資産課税台帳）』が２枚（「提出用」ならび
に「控用」）同封されている方は、いずれの用紙にも変更内容を加筆し、提出してください。また、「控
用」については、貴事業所の控えとしてください。
　初めて申告される方は、複写式の償却資産申告書（償却資産課税台帳）を利用し、下記にならって
記入してください。所有者氏名の欄に マークが印字されている申告書であっても、押印は不要です。
　なお、市ホームページにも様式を掲載していますので、必要に応じてご利用ください。

記　入　項　目 記　入　内　容

①　申告年月日 申告書を提出する年月日を記入してください。

②　住所
　　（又は法人の本店所在地）

個人の場合は住民登録上の住所、法人の場合は本店の所在地、電話番号を記入
してください。納税通知書送付先を別途指定される場合はその送付先を記入し
てください。 

③   氏名（又は名称） 個人の場合は氏名、法人の場合は名称と代表者氏名を記入してください。
屋号がある方は必ず記入してください。

④　個人番号又は法人番号 番号法に規定する個人番号・法人番号を記入してください（個人 12桁・法人 13桁）。

⑤　事業種目 事業の内容を具体的に記入してください。複数の事業を行っている場合は主た
る事業種目を記入してください。 

⑥　事業開始年月 個人…事業開始年月、法人…設立年月　を記入してください。 

⑦　この申告に応答する者の係 
　　 及び氏名

この申告について応答される方の係名、氏名及び電話番号を記入してください。 

⑧　税理士等の氏名 税理士等に経理を委託されている場合は氏名及び電話番号を記入してください。 

⑨　8～14短縮耐用年数の承認等 各項目について、該当するほうを○で囲んでください。

第 4部　償却資産申告書の記入のしかた
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記　入　項　目 記　入　内　容

⑩　三田市内における事
　業所等資産の所在地
　（事業所用家屋の所
　有区分）

三田市内にある事業所等、資産の所在地を記入してください。複数ある場合は、全て
記入してください。事業所用家屋の所有区分について、該当するほうを○で囲んでく
ださい。

⑪　借用資産
　　（リース資産）

借用（リース）資産等の有無について、該当するほうを○で囲んでください。
なお、「有」の場合は貸主と資産の名称、連絡先等を記入してください。 

⑫　取得価額

前年前に取得したもの
（イ）

前年までに申告された資産の合計取得価額が資産の種類別
に印字されています。今年、初めて申告される方は記入し
ないでください。

前年中に減少したもの
（ロ）

令和７年１月２日から令和８年１月１日までに減少（売却・
廃棄・他市町への移設等）した資産の合計取得価額を種類
別に記入してください。

前年中に取得したもの
（ハ）

令和７年１月２日から令和８年１月１日までに増加（新品
取得、中古品取得等）した資産の合計取得価額を種類別に
記入してください。 
申告漏れや移動により受け入れた資産も、（イ）ではなく
こちらに含めてください。

計 {（イ）－（ロ）＋（ハ）}
　（ニ）

令和８年１月１日現在所有している資産の合計取得価額を
記入してください。

⑬　備考

初めて申告される方 前年度までに申告された方

申告資産のある方は「ア」を、
該当資産のない方は「ウ」を、
○で囲んでください。

増減のある方は「ア」を、
増減のない方は「イ」を、
○で囲んでください。

⑭　異動事項

次のような事項がある場合は異動年月を記入し、該当する項目を〇で囲んでください。
・廃業や三田市内の事業所の撤去により資産がすべて減少した場合
・前年中に所有者の住所、氏名又は名称等に変更があった場合は、旧住所、旧氏名等参
考になる事項

・合併があった場合は合併法人名、被合併法人名等
・特例・非課税に該当する資産を所有している場合や耐用年数を変更した資産がある場合
・その他この申告に必要な事項及び償却資産の評価について参考になる事項

★償却資産の申告に関する　Q＆ A

Ｑ１．今まで申告書を送られてきたことがなかったのに、なぜ今回送られてきたのですか？

Ａ．償却資産の所有者は、申告書が送られてこなくても、毎年１回自ら申告しなければな
りません（地方税法第３８３条）。調査により三田市内で事業を営まれていると思わ
れる方については、申告書を送付しております。

Ｑ２．資産の増減がない、又は課税標準額が１５０万円（免税点）未満である場合でも申
　　　告しなければならないのですか？

Ａ．必要です。上記Ｑ 1の回答のとおり毎年１回は資産の増減がなくても申告しなければな
りません。課税標準額が１５０万円（免税点）未満である方も申告が必要です。

Ｑ３．毎年税務署に所得税又は法人税の申告をしているのに、なぜ市にも申告が必要なのですか？

Ａ．税務署に申告する減価償却資産は「所得税又は法人税の申告において減価償却費
を必要経費として計上する」ためのものです。それに対して市への申告は、地方
税法で「償却資産を固定資産税の課税対象」としており申告が義務づけられてい
ます。よって、税務署の申告とは別に市への申告が必要です。 
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２．種類別明細書（増加資産・全資産用）の記入のしかた

　前年中において新たに取得した資産及び前年度までに申告漏れになっている資産をすべて記入して
ください。
　初めて申告される方は令和８年１月１日現在で事業に使用している資産をすべて記入してください。
　３枚複写となっていますので、１・２枚目を提出し、３枚目は貴事業所の控えとしてください。
　前年までの申告内容を反映した明細書が同封されている方は、明細書の余白の行に、下記にならっ
て増加資産を記入して提出していただくこともできます（コピーして貴事業所の控えとしてくださ
い。）。

記　入　項　目 記　入　内　容

①　所有者名 所有者名を記入してください。明細書のページ数を記入してください。 

②　資産の種類 １．構築物　２．機械及び装置　３．船舶　４．航空機　５．車両及び運搬具　
６．工具、器具及び備品 に対応する１～６の数字を記入してください。 

③　資産の名称等 資産の名称、型番等を記入してください。
※名称が上段と同じでも、省略せずそれぞれ記入してください。 

④　取得年月 資産を取得した年月を記入してください。
令和８年１月１日に取得した場合は、摘要欄にその旨を記入してください。 

⑤　取得価額

当該資産の取得価額を記入してください。
※取得価額は、償却資産を取得するために通常支出すべき金額（引取運賃、荷役費、
購入手数料、関税、据付費等、当該資産を事業に用いるために直接要した費用を含む）
をいいます。
※消費税については、税込経理方式で行っている方は取得価額に含めますが、税抜き
経理方式を行っている方は取得価額に含めません。
※圧縮記帳については地方税法上認められておりませんので、圧縮額を含めた実際の
取得価額を記入してください。 

⑥　耐用年数
６ページを参考に記入してください。
※平成２０年度の税制改正により、耐用年数の改正があった資産については、摘要欄
に改正前の耐用年数を記入してください。 

⑦　増加事由 １．新品取得、２．中古品取得、３．移動による受け入れ、４．その他（摘要欄に理
由を記入してください）のうち該当する番号を○で囲んでください。

⑧　摘要 参考となる事項を記入してください。
例）申告漏れ、非課税・特例資産の該当条項、変更前の耐用年数等
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３．種類別明細書（減少資産用）の記入のしかた

　前年度までに申告をされた資産のうち令和８年１月１日までに売却・滅失・他市町への移設等の事
由で減少した資産を記入してください。
　３枚複写になっていますので、１・２枚目を提出し、３枚目は貴事業所の控えとしてください。 

　前年までの申告内容を反映した明細書が同封されている方は、下記にならって減少資産がわかるよ
うに記入して提出していただくこともできます（コピーして貴事業所の控えとしてください。）。

記　入　項　目 記　入　内　容

①　所有者名 所有者名を記入してください。明細書のページ数を記入してください。

②　資産の種類 １．構築物　２．機械及び装置　３．船舶　４．航空機　５．車両及び運搬具　６．工具、
器具及び備品 に対応する１～６の数字を記入してください。

③　抹消コード
同封の資産別明細書のうち、減少した資産の「資産番号」を右詰で記入してください。
抹消コードで台帳の処理を行いますので、抹消コードは種類別明細書の資産番号を正
確に記入してください。 

④　数量・取得年月・
　　取得価額 

減少した資産の数量・取得年月・取得価額を記入してください。一部の資産が減少し
た場合は、欄内に減少した数量・取得価額を記入してください。 

⑤　摘要

 ・資産の一部を除却した場合（一部滅失） 
　減少の区分が「２ 一部」の場合、減少した部分に対応する数量・取得価額を記入例
のように具体的に記入してください。
 ・その他の事由で減少した場合 
　具体的な事由等を摘要欄に記入してください。 
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　１月１日現在所有する資産ごとの評価額を算出し、その合計額を課税標準額とし、税率を乗じて税
額を算出します。

（１）評価額の算出方法
　　　初  年  度  ＝取 得 価 額 ×（１－減価率×１／２）　　※　　　は小数点以下第４位を四捨五入
　　  ２年目以降 ＝前年度評価額 ×（１－減価率）

※下の「減価率一覧表」を使って、計算式の（１－減価率×１／２）の部分を減価残存率（前年中取得）に、
　また、（１－減価率）を減価残存率（前年前取得）に置きかえて計算することができます。

耐用
年数

減価率
減価残存率

前年中取得
（1－減価率/2）

前年前取得
（1－減価率）

2 0.684 0.658 0.316
3 0.536 0.732 0.464
4 0.438 0.781 0.562
5 0.369 0.815 0.631
6 0.319 0.840 0.681
7 0.280 0.860 0.720
8 0.250 0.875 0.750
9 0.226 0.887 0.774
10 0.206 0.897 0.794
11 0.189 0.905 0.811
12 0.175 0.912 0.825
13 0.162 0.919 0.838
14 0.152 0.924 0.848
15 0.142 0.929 0.858
16 0.134 0.933 0.866

減価率・減価残存率一覧表（抜粋）

耐用
年数

減価率
減価残存率

前年中取得
（1－減価率/2）

前年前取得
（1－減価率）

17 0.127 0.936 0.873
18 0.120 0.940 0.880
19 0.114 0.943 0.886
20 0.109 0.945 0.891
21 0.104 0.948 0.896
22 0.099 0.950 0.901
23 0.095 0.952 0.905
24 0.092 0.954 0.908
25 0.088 0.956 0.912
30 0.074 0.963 0.926
35 0.064 0.968 0.936
40 0.056 0.972 0.944
45 0.050 0.975 0.950
50 0.045 0.977 0.955
55 0.041 0.979 0.959
60 0.038 0.981 0.962

【評価額の計算例】

  取得価額３００，０００円、取得時期令和７年９月、耐用年数４年 の資産の場合
　　　　　　耐用年数４年⇒前年中取得分の減価残存率：０．７８１
　　　　　　　　　　　　　前年前取得分の減価残存率：０．５６２

　　　令和８年度 ＝ ３００，０００ 円 × ０．７８１ ＝ ２３４，３００ 円　

　　　令和９年度 ＝ ２３４，３００ 円 × ０．５６２ ＝ １３１，６７６ 円
　　 令和 10年度 ＝ １３１，６７６ 円 × ０．５６２ ＝ 　７４，００１ 円
　　 令和 11年度 ＝ 　７４，００１ 円 × ０．５６２ ＝ 　４１，５８８ 円
　　 令和 12年度 ＝ 　４１，５８８ 円 × ０．５６２ ＝ 　２３，３７２ 円
　　 令和 13年度 ＝ 　２３，３７２ 円 × ０．５６２ ＝　 １３，１３５ 円 ＜１５，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（最低限度額：取得価額の５％）

第 5部　税額等の算出方法

※上記の減価率・減価残存率一覧表（抜粋）を参照

※　償却資産の評価額は取得価額の５％を最低限度額としています。したがって、上記の
　　場合、令和１３年度の評価額は計算上、取得価額の５％を下回る 13,135 円となって
　　おりますが、実際の評価額は最低限度額（取得価額の５％）である 15,000 円となり
　　ます。この評価額は令和１４年度以降も同様です。
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（２）課税標準額の算出方法

　　　課税標準額　＝　（１）で計算した各資産の評価額の合計

※　課税標準額が１５０万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
※　課税標準の特例を受ける資産の場合は、評価額に特例率を乗じた額をもとにして課税標
準額を算出します。

（３）税額の算出方法

　　　税額　＝　（２）で計算した課税標準額　×　税率1.4％

※　三田市内に土地・家屋を所有されている場合、土地・家屋・償却資産全ての課税標準額
を合算したもの（1,000 円未満切捨て）に税率を乗じて、固定資産税の税額（100 円未
満切捨て）を算出します。

※　固定資産税の納税通知書は５月上旬に発送予定です。納期は５月、７月、１２月、翌年
２月の年４回に分かれています。

※　過年度分について追加課税となった場合の税額は、直近の納期に一括して納付していた
だきますので、ご留意願います。

１．電子申告「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」

　三田市では、地方税ポータルシステム「ｅＬＴＡＸ（エルタックス）」を利用したインターネッ
トによる固定資産税（償却資産）の電子申告を受け付けています。
　エルタックスをご利用いただくことで、自宅やオフィス等からも申告が可能になります。

　eLTAXのご利用開始・利用方法は、eLTAXヘルプデスクまでお問い合わせください。 

地方税共同機構

●ホームページ　https://www.eltax.lta.go.jp　エルタックス  で検索できます。
●電話番号　０５７０－０８１４５９  ( ハイシンコク )
　　　　　　（先の番号でつながらない場合　03-5521-0019）

●受 付 日　月曜日～金曜日（土曜日、日曜日、休祝日、年末年始12月29日～１月３日は除く）

●受付時間　９：００～１７：００

※申告データ等の作成に係る具体的な操作方法についても、eLTAXヘルプデスクまで
　お問い合わせください。

第 6部　その他
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３．口座振替

　口座振替納税は、一度お申込みいただければ、指定した金融機関やゆうちょ銀行の口座から納期限
の日に自動的に引き落として納税できる便利な制度です。
　三田市ホームページ　くらし・手続き＞税金＞納付　をご覧ください。

４．スマートフォン決済サービス

　スマートフォン決済サービスは、システム利用料が発生せず納付書のeL-QRコード又はバーコード
をスマートフォンで読み取るだけで納付できます。
　三田市ホームページ　くらし・手続き＞税金＞納付　をご覧ください。

令和７年１２月発行
発行　三田市役所 税務課 資産税係
発行番号　２５税２－０６９Ａ４

郵送で申告書を送付される場合は、
「あて名ラベル」として切り取って
封筒に貼付けし、ご利用ください。

〒 669-1595

兵庫県三田市三輪２丁目１番１号

三田市役所　税務課　資産税係　

償却資産担当　　行

ご提出の前に･･･
□  申告書の「１ 住所」欄に納税通知書の送付先の記入はされていますか？
□  申告書に「６ この申告に応答する者の係及び氏名」の記入はされていますか？ 
□  マイナンバー（個人番号）又は法人番号の記入はされていますか？ 
□  申告書に「１５ 資産所在地」は記入されていますか？ 
□  種類別明細書（増加資産・全資産用）の耐用年数は記入されていますか？

？かすまいてれさ封同を筒封用信返たっ貼を手切）、合場の望希ごを送返ごのえ控（  □

２．実地調査等のご協力のお願い

　申告書受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第３５３条及び
第４０８条に基づき、電話での問い合わせや資料提供の依頼、実地調査を行っておりますので、その
際はご協力をお願いします。なお、検査拒否にあたる場合には、地方税法第３５４条の規定により、
１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金を科されることがあります。
　また、実地調査等に伴い、申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合現年度だけでな
く５年度分まで遡及して修正することもありますので、御了承ください。過年度分について追加課税
となった場合は、通常と異なり、納期は１回となります。




